
仕　様　書 

 
 
１．件　　名　　　　　　伊勢堂岱遺跡立木伐採業務委託 

 

２．品名、規格及び数量　別紙「設計書」 

 

３．業務場所　　　　　　北秋田市脇神字伊勢堂岱　地内 

 

４．業務期間　　　　　　（着手）契約締結日の翌日 

　　　　　　　　　　　　（完成）令和８年３月１９日 

 

５．業務内容　　　　　　間伐、森林作業道設置 

 

６．特記仕様 

・伐採範囲は、遺跡南側の１８，０００ｍ²とし、１００本の間伐を行うこと。 

・森林作業道は幅員３．０ｍ、延長５００ｍとすること。 

・間伐の際は、根元から２０ｃｍ～３０ｃｍ程度の高さで伐採すること。 

・作業に伴う掘削及び抜根は行わないこと。 

・遺跡保護の面から、伐採時期は積雪後とすること。 

・伐採後は、遺跡西側の林道を使用して北西側に向かって搬出すること（立木伐採範囲

図参照）。 

・搬出した樹木は売却し、市に納付すること。 

 

７．質疑の解釈 

　本仕様書及び設計書において疑義が生じた場合は、発注者の指示に従うこと。 

 

８．変更 

・業務実施上、変更の必要が生じた場合、協議により発注者の承認を得て変更するもの

とする。 

・森林作業道設置に際して、設置位置等の軽微な変更は、請負額を変更することなく行

うものとする。 

 

９．検査 

・本業務において検査を発注者から要求された場合は、遅滞なくこれに応じること。 



・検査により不備が認められた場合は発注者と協議の上、速やかに適切な処理を行うこ

と。 

 

１０． 廃棄物の処理 

・業務中に発生した廃棄物は、廃棄物処理法の規定に従い、請負者の責任において適正

に処理すること。 

 

１１． その他 

・本仕様書に記載のない不測の事態が発生した場合は、すみやかに発注者と協議のうえ

決定するものとすること。 

・業務の際には、文化財保護法に準拠し、遺跡に影響がないよう留意して行うこと。 

・本業務は冬季期間での業務となるため、降雪等による事故のないよう十分配慮するこ

と。


